
収入状況に関する質問 

 

必要な関係書類確認のために，下記質問にお答えください。 

 

記 

 

１ 令和６年度市民税・県民税はひたちなか市で課税されますか。（同一生計者含む全員） 

※令和６年１月１日現在ひたちなか市にお住まいの方はひたちなか市で課税されますが， 

１日２日以降に転入された方は市外課税となります。 

 

□ ひたちなか市で課税される 

（源泉徴収票等課税所得の確認書類の提出は必要ありません。） 

 

□ 市外で課税される 

（源泉徴収票 or確定申告書 or令和６年度課税証明書※をご提出ください。） 

  ※課税証明書は６月１日以降取得できる書類のため，提出されるまで審査保留となります。 

 

□ 収入はあるが未申告である 

 （すみやかに申告したうえで，申告書の写しをご提出ください。） 

 

※上記の結果に関わらず，非課税所得（児童扶養手当，障害年金等）がある場合には確認書類

の提出が必要となります。 

 

 

 

 

２ 原則として令和５年中の収入で審査いたしますが，昨年と比べて収入が大きく減少してい

る場合，直近の収入で審査することも可能です。 

  昨年と比べて収入が減少するようなことがありましたか。 

 

□ ある（直近３か月分の給与明細等収入の分かる書類をご提出ください） 

［理由：                               ］ 

 

□ ない 

 

保護者氏名                   


